
人間的自然の真実の権利

チ ュ ー ビ ソ ゲ ソ ・ベ ル ソ 時 代 の へflル

斎 藤 稔 章

チ ュー ビンゲソ ・ベル ン時代。 ヘーゲ'ルは 自分が 「魔法 に懸け られた世界」(1)y.'_.い

ることに気付 いていた。それ は,彼 が他人 の経験や 自己の感情に よ り人間的 自然を知

るよ うになっていたか らである。ヘ ーゲルは魔法か ら覚醒 していた。人間的 自然がそ

こでは誤認 され ていたか らである。人間的自然が一層良 く知 られ ること以上 にこの魔

法を無力にす るものはない,そ う彼 には思xた(cf.W1.183)。 ヘ ーゲルの思索は人

間的 自然 の概念を軸 に展 開され ることになる。

哲学者ヘーゲルの出立点は,学 的哲学への志 向にではな く,「 人間の よ り下位の欲

求」②,つ ま り魔法の世界 の中に 生 きる彼 自身の どう仕様 もない 裸の生存 の動機にあ

った。 フラソス革命の影響の下,「 よ り下位 の欲求」か ら 「青年時代 の理想」が生 まれ

た(Br1.59)。 理想の形成 とその現実性の正 当化 の中で,神 話が作 られ歴史像が形成

された。 ライ ン河 の彼方 に出来つつある ものか ら取 り残 された世界で,ヘ ーゲルは覚

醒 の果てに何 に向か って酔 って行 ったのか。

透徹 した見通 しを欠 く初期 の手稿群 ・書簡群 に展開 される苦闘す る思索 の中 で,人

間的 自然の観 点か ら一貫 して論述 の(批 判 的)対 象にな っているのは,キ リス ト教で

ある。ヘ ーゲルの見定めでは,世 界 に魔法を懸けていたのが,キ リス ト教 とその規律

体系だ ったか らである。

1

ヘーゲルに よれば,キ リス ト教教義 の根底にあるのは,原 罪説 と,購 罪 としてのイ

エスの受難 と死である。キ リス ト教 は教xる,人 間的 自然は堕落 してい る,人 間の自

然 な欲求は邪悪な ものに他な らない。人間は どんなに努力 して も自分だけでは道徳的
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に全 く無能力 であ り,永 遠 の至福 に値 しない,と 。に も拘 わ らず,永 遠の至福 は人間

の自然な願 いである。 しか もキ リス ト教 は,他 の何 よ りも 「永遠 の至福への願 い」 に

最高の価値 を置 く(W1.90)。 人間的 自然の内にはそれ 自身 では 充足 し得ない要 求が

あ る訳である。人間的 自然 の内なるこの矛盾 を解消すべ くキ リス ト教が導入 した もの

が,人 間 とは異縁 な強大な 存在に よる憐 み深 い恩寵 であ る。 即 ち キ リス ト教に よれ

ぽ,永 遠の至福 に至 る最上の条件 は,至 福の施主 であ り我kの 外 にあ り我kと 共通 な

ものを何 も持 たない客体的な神の意 に適 うこと,つ ま りイエス とイエスの噴罪の死の

力への,従 ってイエスの権威への 「信仰」 と外的な印 としての 「洗礼」であ る。 これ

が罪深 き人間に不可能 な道徳性の代替物 とされ る。イエスは 「信仰 と洗礼 とを至福の

条件 とし,不 信仰には永劫 の罰を与えた。」(W1.122)「 使徒達の友 の合言葉,彼 らの

神の国の民 の合言葉 は,徳 ・公正ではな く,キ リス ト・洗礼等であ った。」(W1.51)

人間的自然 の内な る道徳性の源泉は全 く否認 され,「 信仰 と洗礼」 とい う 「迂路」が

キ リス ト教的道徳 と至福 との条件 とされた訳であ る。ヘーゲルはキ リス ト教教義の基

礎iをこう理解 した。

イエスの命令 とい うだけでその教義が信 じられ るよ うな宗教 の下では,理 性は 自由

な 「女主人」では な く,「 亥卑」 と見な されざるを得ない(W1.118)。 キ リス ト教会の

成員に求め られ る完全性の理想は 「意志 と理性 の一切の 自由の根絶」(W1.141)に よ

って実現 され得 る。立法能力 としての理性 とその法則に従 って行為 しよ うとす る意志

の権利 は否認 され,そ の権利 は教会に譲渡 され る。道徳 的無能 ・受動的隷属 とい う不

名誉が名誉 ・最高 の徳 とな る。 とはいえ少な くとも初期は,成 員 になるや否 やは 自由

意志であ った。 しか し教会が 国家教会に拡大す る(そ れは,教 説が欠 く必然性 を普遍

性で以て代替 としようとす る傾 向に由来する。cf.W1.132)と 共 に,本 来 自由意志 に

基づ いていた ものが義務になった。義務に忠実 な らしめ る為に教会が樹立 した 「骨 の

折れ る規律体系」(W1.181)も 神へ の人間の隷属 に基づいている。 この種の 「権威 に

基づ き,人 間の価値を全 くか或 は少 な くとも道徳 の内へだけは置 かない」(W1.108)

宗教,「 理 性に よって要請 されず,し か も理性に 矛盾す る宗教,或 は理性 と一致 は

するが,に も拘 わ らず権威 に基づいてのみ信ず ることが求め られ る宗教 」(W1.111)

を,ヘ ーゲルは 「実定的宗教」 と呼ぶ。(但 しイエス自身は,私 的ではあ ったが 「純

粋に道徳的 な宗教の教 師」(W1.108)だ った。実定化 の原因 ・歴史 的経緯 についての

ヘ ーゲルの理解は省かざるを得ない。第三章参照)
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しか しヘ ーゲルには,こ のよ うな宗教 は人間を人間的 自然か ら引 き離す ものに思Z..

た。 自らに自 らの法律を与 えその法律の適用に対 してのみ 自ら責任を負 うとい う権利

の放棄は,「 人間が人間たることを止める」(W1.190)こ とであ る。 「教会の体系 は

人間蔑視 の体系以外 の何 もので もあ り得 ない。」(W1.188)こ こでは人間は最早 自由

の喪失 も自由への渇望 も殆 ど感 じな くなる。 しか もこの 「魔法にかけ られた世界」は

専制政治 に好都合な ものであ った し,専 制 国家な しには,キ リス ト教 は古来僅か しか

成 し遂 げ得 なか った(cf.W1.59)。 「専制政治が撒 き散 らす不幸は,人 間の精神を し

て幸福 を 天国へ求め 期待せ ざるを 得な くし」(W1.211),教 会は 「市民的政治的 自由

を,天 上 の美徳 と生命 の享受 とに 反 す る汚濁 として 軽蔑す るように教 えた」(W1.

182)。 「神 の客体性は人間の堕落 と隷属 と歩調を揃えて進 む。」(W1.211)キ リス ト教

は非 自由で不幸な 民族に発祥 し,そ の種 の民族の要 求に適 う宗教であ った(cf.W1.

208)。 キ リス ト教が古代 ローマに根付 いたのも,こ の事情 による。 ここか ら 「君主が

聴罪司祭 に よって導かれた 時代,聖 職者 が統 治 した 国k,最 も不幸 な時代 ・国k」

(W1.60)が 生 まれて くる。 「専制的権威を 維持する 為の 王座 と祭壇 との不 自然な同

盟」(3),これがヘーゲルが 自己の周囲に 見ていた ものであった。 ヘ ーゲルは,こ こで

は 「人間 自身」 と 「神」 とが 「非我」になっていると言 う(W1.212)。 ヘーゲルに と

って これ らは 「本来(derNaturnach)」 人 間と一重の ものである。それは どうい うこ

とか。同 じこ とが 「国家」 につ いて も言Z..ると思 う。それはど うい うことか。

II

実定的キ リス ト教は,人 間的 自然の,特 に理性 の道徳的権利を否認 していた。 しか

し人間的 自然 の堕落の教義 は 「経験」上承服 し難 く,人 間の堕落 の事実が見 られ ると

すれば,そ れは 「悪 しき政府」 に よるもの とヘー ゲルには思 えた(W1.91)。 人間的

自然に道徳 的能力が認め られ,「 人間の最高の 目的 は道徳」(W1.70)と され る。求

め られたのは,ド イツに於け る民族精神の 道徳的教養形成であ る(cf.W1.42,Br1.

20)。 この課題 は必然,実 定性の廃棄 としてのキ リス ト教 自身の革新を伴 う。 問題 は,

単 にキ リス トとい う人間や名 前でな く,徳 それ自身が認識 され愛 され るには如何 なる

準備が必要かである。そ してその先決問題 は 「如何に した ら,民 族は一般に道徳的諸

理念 を感受す る よ うに まで,そ して道徳性 にまで 育て られ 得るのか」であ る(W1.
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98)。 ヘーゲルは この問題 の詳述を躊躇 しつつ も,し か しその条件を呈示 していた よ

うに思}る 。 キ リス ト教 の魔 力を実感 しつつ,人 間的 自然の概念が それか ら取 り戻 さ

れ,そ の真実 の権利が一層良 く知 られ,人 間の内に道徳的感覚 が陶冶 され ること以上

にそ の魔法を無力 にす るものはない,そ の時には 「迂路」を不要 とす る,無 媒 介に道

徳性へ至 る道 が開通す る,ヘ ーゲルはそ う考r,道 徳性を促進 する善 き衝動 ・感情 を

人間的 自然の内に探 し求め,探 り当てていた。その内の卓越 した ものの一つは 「宗教

への性向」であ った(W1.70)。

理性は道徳的立法 の能力であ り,人 間的 自然は 「理性 の諸理念で以て充満 してい る

に過 ぎない。」(W1.11)そ して その内 には 「道徳性か ら生 まれ 出 る繊細な 感情の胚

種 道徳的な ものへの感覚」があ り,そ れが窒息 さえ しなけれぽ,こ こか ら 「道徳的

諸理 念 ・諸感情に対する現実的感受性」が道徳的動機 として生成 して くる(W1.15)。

つ ま り,人 間的 自然 には道徳性の能力 と権利があ る。兎 も角 これがヘーゲルの根本確

信 となっていた ものである。そ して 「実践理性」は ここか ら最高善の全体 としての現

実化を欲求 して くる。 この願望が可能であるべ く,神 と不死 とへの信仰 が実践理性に

よって要請 され る。宗教 はこ うして生まれて くる。従 って 「神 の認識は,人 間の道徳

的 自然,実 践的欲求の内にその起源を持つ」訳 であ る。が逆 に 「この神の認識か ら再

び道徳が生ず るのであ る。」(W1.71)「 宗教 の効果は,道 徳的立法者 としての神 の理

念を通 じて道徳性への衝動 を強め」,実 践理性が我kに 課す究極 目的,つ ま り最高善

に関 しての 課題 を充足 させ ることにあるか らであ る(W1.88)。 但 しヘ ーゲルの神は

決 して実定的キ リス ト教の神 ではない。 「汝等 の心胸の内に刻 み付け られている法則

を汝等に想起 させ,そ の法則への尊敬 の念で,傾 向を刺激する どんなものに よっても

損 な うことの出来 ない迄に,汝 等を充たす 聖 なるもの」(4}として,人 間に対する外圧

ではな く,我 が心胸 の内な る理念 的なものである。 「一切の真 の宗教 の 目的 と本質 は

人 間の道徳性なのである。」(W1.105)ド イツに於 ける民族精神の道徳的教養形成 は,

斯 くてこのよ うな主体的宗教に課せ られ る(c£Br1.20)。

宗教 は二重の形式 で求 め られた。一 つは 目標 としての理性宗教。 しか し純粋な理性

宗教,及 び普遍的霊的教会 は 「理性の理想 で しかない」(W1.29)。 それが純粋に理性

的ではない具体的な人間存在へ働 き掛 けてその内に根付 くには,具 体 的な民族を具 現

し,そ の民族固有の神話的想像力や教養 の度合い と一致 しなけれぽな らない。そ こで

も う一つは,能 う限 り理性宗教へ と民族 を導 き,理 性宗教 を受容 し易 くす る教育的で
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あ り,且 つ教育の成果たる 「民族宗教」 である(ibid)。 その為,そ の教説は普遍的理

性に基づ くと共に,民 族精神 の教養形成 に一層関与すべ く「単純」で,そ の教養の度合

いに適合すべ く 「人間的」で,民 族 の 「想像力や感性」に訴 え,「生活の一切 の欲求 ・

公的国家活動」 と結び付かねばな らず,又 その儀式は陰気 なものではな く,神 聖な感

情を昂めるべ く歓喜に充 ちた祝祭的でなけれぽな らない(W1.33ff.)。 宗教的祝祭 は,

従 って 「魂 の一切の諸 力の合一 された働 き と昂揚 とか ら敬度の念が発 し,厳 格な義務

の表象が美 と喜びに よって快活に され,一 層近付 き易 くされ る」(W1 .58)よ うでな

ければな らない。 この ような主体 的な民族宗教のみが,そ の諸理念を通 じて民族固有

の神話的想像力を偉大 で純粋な形象で充 た し,心 に善 行を導 く感情を喚起 し,「 魂 一

般に力 と熱狂を,つ ま り偉大で崇高な徳 に不可欠な精 神を吹 き込む」(W1.31)こ と

が出来る。宗教は こ うして道徳性 と自己を実現す る。 ここには人間の自然的欲求 と宗

教 との間に隔壁はない(人 間の 自然的欲求 と宗教 との間に隔壁がある時,ヘ ーゲルは

常に 宗教の 形式に 問題が あると考Z..た。cf.W1.41)。 宗教は民族 の 「厄介な家庭教

師」ではな く,親 し く同伴す る 「引率者 ・激励者」 である(W1.41)。 それは人間を

人間的 自然か ら引 き離すのではな く,そ の真実の権利 を実現す るのである。

この ような民族宗教 に よる道徳的教養形成は,従 って異縁 なものを人 間的 自然に恣

意的に結 び付け ることではない。 「徳 とは,教 説や饒舌 の所産ではな く,相 応 しい手

入れは必要だが,自 己 自身 の衝動 と自己 自身 の力か ら形成 され る植物」(W1.32)の

如 きものである。民族宗教 は,人 間的 自然 を自由に発揮 させ るべ く,こ の 「相応 しい

手入れ」 をす るに過 ぎない。 それは,ソ クラテスが 自由な共和 国で実践 した 「産婆

術」一 彼 は 「理性 と想像 力に向かい」,キ リス ト教 と違 って,「仲介者 な しにただ人

間を人間 自身 の内へ導いて行」 き,人 間の魂 の内にある諸概念をそ こか ら展開 させた

(W1.52f.)一 を 「一般的 に」行 うに過 ぎない。

とはい}民 族精神の教養形成は民族宗教だ けの問題ではない。 とい うのは,そ れは

心情の内に最初か ら根付 き得 る訳ではな く,「耕 された地盤 に出 くわ さねぽ な らない」

か らである(W1.16)。 主体的宗教に於 いて最:も重要な ことは,「心情 が宗教的な動機

によって 規定 される ような気分にな っているか ど うか,そ して どの程度 そ うである

か」(W1.14)で あ る。つ ま り主体的宗教が根付 く為には,「道徳性か ら生 まれ出 る繊

細 な感情の胚種」が窒息せず,そ こか ら道徳的 な 「現実的感受性」が生成 して くるよ

うな心情 の態勢が出来ていなけれぽな らない。それをヘーゲルは 「教 育,教 養形成の
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責務」(W1.15£)と 言 う。 それは何が行 うのか。 必ず しも 明言は されないが,国 家

(「客体的宗教を主体的 にす ることは,国 家 の偉大な仕事であ らねばな らない。」(W1。

71))で あると,ヘ ー ゲルは考えている ようであ る。 例x .ぽ専制政 治下 では,心 情 は

堅 く閉ざされ,「 宗教的諸理念は殆 ど感銘 を与 えない」(W1.13)と へ一ゲルは言 う。

抑圧 された民族に根付 き得 るのは,客 体的宗教か実定的宗教であ る。政治的 に自由な

民族の内でのみ,民 族宗教 の 目的,つ ま り民族 の道徳的教養形成は果た され得 るので

ある。国家の 「方策は,心 術の 自由と調和 しなければな らない」(W1.71)。 「偉大 な

心術を生み出 し育む民族宗教は,自 由と手YYL手を取 って進む。」(W1.41)斯 くて民族

精神 の道徳的 教養形成 とい う問題 は,民 族宗教(そ の教説 と儀式)と 国家体制(そ

の憲制 と統治の精神)に 課せ られる(C{.W1.71)。

以上 のよ うに,人 間的 自然はヘー ゲルが抱いた民族精神の課題を実現す る為の不可

欠の前提 をなし,そ の課題 に連関づけ られ たのであ る。 その人間的 自然 は,そ れだけ

で考えるな ら,先 ず第一 に道徳性の構成要件 をなす ものであ り,道 徳的感情 をも含む

善 き経 験的性格(同 情 ・親切 ・友情等)と 道徳的立法の能力 として の理性であ り,こ

れに宗教 的 想像 力が 関与 して くる。 この点 で,、「善は 我kと 共に 生 まれてお り,説

教 によっては教}x込 まれ得ない ものであ る。」(W1.54)最 初の ものの根本原理は 「愛」

(W1.30)で ある。愛 と理性 とは類比的であ り,敦 れ も自己 自身 と他人 との同一性の原

理 である,前 者に於 いては経験 的世界 に於け る,後 者 に於いては叡知的世界に於け る

(ibid)。道徳性 はこの愛 と想像力 と理性 との協 同によ り実現 され る。即 ち,人 間は道

徳的 ・必然的 ・客観的 ・普遍妥当的法則 を自らの理性Vrよ って定め,愛 を根本原理 と

す る道徳的感情が宗教(及 び,そ の祝祭)に よって想像力を通 じて働 き掛 け られ喚起

され ることに より,こ の法則 に従 う道徳的動機 を得 る訳であ る。 しか しヘ ーゲルは理

性 を,道 徳性をなす人閻的 自然 の内の単な る一構成要件 とは見なさない。何故な ら,

既述 のよ うに理性の諸理念は人間の 自然を充 満 させ,そ の諸感情 が織 りなす もの全体

に生命を与x,「 本質 に於いてはめったに 自己を表 さないが,そ の効果 は繊細な質料

として一切 のものに浸透 してい る」(W1.11)か らである。理性は道徳性 の実現の根

源的能力な訳 であ る。 ここ)'YV`は自己に異縁 なもの(「非我」)は 何 もない。確かに理性

の自己立法 に よる法則(或 は道徳的立法者 としての神)は 自己に対 して客体的 であ る

が,そ れは 「非我」ではな く,「 自我の或 る規定」であ り,自 我に対置 してはいるが

「自我の偶有性」(変 容)と 見なされ,「 我'々自身が,我k自 身 の自由な力 と活動が認
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識の客体 であるとい う意識」が 常 に結び 付いた ものであ る(W1.239f.)。 第一の人 間

的 自然は 「人 間的 自然の美 しい もの」(W1.100f.)で ある。

しか し第二 に,「 人間的 自然 の一切の衝動が道徳性を 目的 としている訳 ではない」

(W1.70)。 そ こには 「吐 き気を催 させ るもの」(W1.101)の 素質があ り,「 罪悪の種

子」が 「不滅に存在 してい る。」(W1.73)そ れは誤謬 ・迷信 ・物神崇拝等 の根源 とな

る感性であ り,「 自己愛の下 男」 であるよ うな悟性(W1.21)で あ り,人 間的 自然の

内なる一切の非道徳的 なものである。

具体的な人間はこれ ら二種 の人 間的 自然か らなる。では,両 者 は共に同等 の威力を

有 して 自立 し,従 って敦れが優 勢 となるかは偶然 的なのだろ うか。 ヘーゲルはそ うは

考えない。人間的 自然 は更に感性的な もの(非 道徳的 なもの〉を支配す る力(徳 性 と

しての理性),ス トア的 な 「神の火花」(W1.96)を 宿 し,第 一の人 間的 自然(特V'理

性)に より第二のそれ が滅ぼ され得ないにせ よ,支 配 され るところ(道 徳性の実現)

に人間的 自然 の内な る神性があ り,そ の 自由な発揮がある,と ヘー ゲルは考 える。 こ

れを疎外 な き自由な道徳的人間的 自然 と呼 んで も良い。 この場合支配は 「当為」 と考

え られているのでは ない。支配 は人間的 自然 に適 った ことであ り,「 自然の美 しい糸

を自然に従って一つの帯に編み上げ ること」(W1.31)な のであ り,人 間的 自然の真

実 の権利 と考Z.ら れ てい るのである。ヘー ゲルにとって,イ エスは 「神人」 などでは

な く,人 間的 自然が 自由に発揮 された,以 上 の意味での 「一人 の人間」であった。

とすれぽ,事 実 として見出 される人間の道徳的堕落は何に よって説 明されるのか。

既述 のよ うに,ヘ ーtr'ルはル ソー張 りに,そ れは人 間的 自然の故 でな く,「 悪 しき政

府」 の故であ ると言 う。従 って例Yぽ キ リス ト教専制 国家では,第 二 の人間的 自然 の

みが人 間に残 され,人 間的 自然の美 しいものが人間 とは異縁な もの(神)に 疎外 され

る。それは人間的 自然 の真実 の権利の侵害 であ り,そ の神性か らの退落 である。 しか

しそれは人間的 自然 それ 自身に基づ くのではな く,飽 くまで歴史的であ り,人 間的 自

然に とって偶然的 と考xら れ てい るのである。

具体的人間は,神 的な人間的 自然 の持ち主 とそれか ら退落 した人間的 自然 の持 ち主

とに大別 される訳 であ る。前者が疎外な き自由な道徳的人間であ り,後 者が疎外 され

た非 自由な非道徳 的人 間であ る。前者は人間的 自然 の自由な発揮 であ り,後 者 は歴史

的であ り,人 間的 自然 にとって偶然的 なものである。 ここでは歴史性 と人間的 自然 の

真実 の権利 とは手を結 んでいない。 ドイツ民族に於 ける道徳的教養形成 とは,ド イツ
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民族の現状 を後者か ら前者へ変xる ことであ り,そ れは歴史にではな く,人 間的 自然

の真実の権利 に基づ く当然 の要求なのである。

こ うして教養形成 された 自律的道徳的民か ら道徳的な民族国家は形成 され,又 この

ような国家 のみが 自律的道徳 的民 を可能 にす る。 その国家は,地 上 に於 ける 「神の

国」・「見xざ る教会」(Br1.18)な どと呼ばれ る。微細 な変化(理 性偏:重の傾 向が強 ま

り,重 心が最高善か ら道徳性 へ移 る。cf.W1.194ff.)を 通 じて一貫 しているのは,そ

れが,主 体 的宗教が根付いた,自 律的道徳 的民 に よる共和制 国家 であ るとい うことで

ある。それは人 間的 自然が 自由に発揮 され る国家 であ る以上,民 族固有の宗教的想像

力が関与す るとは言 え,決 して歴史的 ・偶然 的な ものではない。「自然権」・「自然法」

に準 えて言 うな ら,そ れは人間的 自然に基づ く 「自然国家」である。ヘ ーゲルはこの

ような国家の具体的 イメージを古代共和国に見ていた。

皿

ヘーゲルは しば しぽ 道徳 ・宗教改革者 としての イエス と ソクラテスを 比較 してい

る。後者 に対 しては一・貫 して好意 的であるが,前 老 に対 しては一面嫌悪 的,だ が他面

ではその教説が出 くわ した実定化の運命 に対 して幾分擁護 の姿勢を取 っている。では

その運命 の責任は 主に何に帰す るのか。 ユダヤ社会 に 「純粋に道徳 的な宗教 の教師」

として登場 した イエス と,ソ フ ィス トが活躍 し徳の客体 的基準が見失 われつつあ った

アテナイ社会 に 「徳の教師」 として登場 した ソクラテス とは,(カ ン トも含め て)類

似 した活動 を展開 した(N363)。 しか し両者 の教 えは異なる運命 に遭遇 した。 ソクラ

テスの哲学 がイエスのxの 運命を共 有する可能性はなかったのであろ うか。両者の

教説が被 った運命 の差異を,ヘ ーゲルは各 々 「理性以外の如何 なる裁判官を も承認 し

ない」(W1.124)「 哲学的学派」 と 「実定的宗派」 とで特徴 づける(但 しイエスの教

説それ 自身はその中間に位置す る。 しか も更にヘーゲルは イエスの生涯 とイエスの教

説 とを峻別 し,前 者 の叙述に大 きな実践的意i義を与 えてさxい る。cf.W1.81,lllff.)。

ヘーゲルは この両者 の運命の違 いを,勿 論両教 師の人格的資質や道徳を広め る仕方 に

言及 しつつ説明 しもす る(例 えばイエスの場合,そ の教説が元来個 々人 の教養 形成 に

適 した ものであ るとか,弟 子の数 が12と 固定 されているとか,奇 蹟 とか)が,よ り根

源的には両者の弟子たちの精神に基づけ てい る。つま りイエスの弟子た ちの一切 の関
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心が徳ではな く,イ エス とい う人物に制 限されたのは,ユ ダヤ民族 がその制度や法 を

神か ら授 け られた もの と心底か ら信 じ,「 この信仰が一切 の独 自の思索 を断 ち切って

いた」 か らであ る(W1.113)。 この種 の民族に理性を以 て語 り掛 ける ことは,魚 に説

教する ような ものであった。 これに対 しソクラテスの人物故に徳 と彼 の哲学が愛 され

るとい うことがなか ったのは,主 に 自由な共和国の中で彼 の生徒達 が 「共和主義精神」

を呼吸 していた故であった(W1.120)。 端的に言}ぽ,ソ クラテス とイエスの教説 が

被 った運命の差異は,彼 らが生 きて活動 した民族の内の 「共和主義精神」 の有無に基

づ く訳 である。 「共和主義精神」 とは,そ れに よって各人が一層の 自立性を得て,自

由人 として 互いに 自由に語 り合 い,国 家へ と関心を寄 せ 得る ような 精神であ る(cf.

W1.120)。 この 「精神」 を,共 和国に よって(の 内で)「 教育」 され,道 徳性への態

勢が整 えられた人 間的 自然 と呼んでも良い。 これ を背景 とした時,「 哲学的学派 の信

奉者」 とな ることと 「道徳性の国 ・見えざる教会 の市民」になるこ ととは,理 論的態

度 と実践的態度 との違 いこそあれ,実 質同 じことであ る(W1.140)。 とすれば 「見x

ざる教会」・「神 の国」(前 章)で 考}ら れていたのは,ソ クラテスが 生 きて活動 した

古代共和国その盤 では ないにせ よ,そ の よ うな ものであ った ことになる。

共和主義精 神が息づ く古代共和 国民の精神風景 は次 のよ うに言われ る。共和 国民は

「自由人 として 自分 自身で定めた法律に従い,自 ら指導者に立 てた人間に服従 し,自

ら決断 した戦争を戦い,自 分達 自身の事柄 に 自らの財産を犠牲 にし,自 らの情熱を傾

け,多 くの人命 を捧げた。彼 らは教 えも学 び もしなか ったが,全 く自分達 自身 のもの

と呼び得る徳 の主体的原理 を行為を通 じて実践 した。公 的生活 に於いて も私的家庭生

活に於 いて も誰 もが 自由人であ り,誰 もが 自身 の法則に従 って生活 していた。 自己の

祖国 ・自己の国家 とい う理念が,彼 がその為 に働 き,彼 を駆 り立て る見えざるもの,

高貴な ものであった。 これが,彼 の,世 界 の究極 目的であ り,彼 の世 界の,究 極 目的

であ った。」(W1.204f.)共 和国民が国法 に服従 し,国 家 の為 に生命 さ}犠 牲に し得 る

のは,国 法が 自ら定 めた 道徳法則 と一致 し,客 体 的な国家が 自己の活動 の所産 とし

て,自 己 と一体であ るか らである。共和主義精神に基づいて,自 己 と国家 との一体性

に基づ く道徳的精神,即 ち 自由な公的徳 が生 まれて くる(ヘ ーゲルにはまだ,道 徳性

と人倫性を区別す る視点はない)。 これを 「自己 の国家 とい う理念」 に 自由に生 きる

(且つ死ぬ)こ とと言 って も良い。 共和国民に とって 死は 恐 るべ き ものではなか っ

た。彼 らの死後 も共和国は生 き延びた し,共 和国が彼 らの魂だ ったか らである。身分
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はな く,万 人が 自由な道徳的民であった(c£W1.57)。 彼 らは 自己 の働 きの所産であ

る国家理念 に導かれ,一 方で道徳的理性 と意志 との 自由を公的活動 に於いて享受 し,

正にそれ故 に他方で,幸 不幸を司 り建 国 とも結び付 いた神 々が支配す る外的 自然 とそ

の必然性(運 命)を 尊 重 し,諦 念を以て従容 とこれに従 うことが出来た。神kは 命令

を下す外圧 ではな く,民 族 に寄 り添い民殊が祝祭の中で祝福を求め感謝 を捧げ る存在

であった。 自己 と一つである限 りでの国家 が共和国民に とり絶対的な神であ り,不 死

なる魂であ った。 これが 「神の国」・「見えざる教会」の具体 的イメージであった。実

践理性 の諸要請(不 死 と神)は,こ のよ うな共和 国の内に 自らの現実性を見出 し得 る

訳 である。

総 てが 出揃 った とき,最 初にあった課題は全体 としてど う実現され得 るのか。イエ

ス ・ソクラテスの道 であろ うか。だがユダヤ民族の内でイエスの改革運動は挫折 し,

新たな実定的宗派を所産 とす るに終わった。他方 ソクラテスのそれが成功 したのは,

自由な精 神を既に身に着 けていた者に対 してだけであった。 ドイツ民族 はユダヤ民族

と同様 の精神 にあ る。 この道は採れない道理であ る。道徳 ・宗教改革には根本的な精

神 ・政 治改革が先行 しなければ な らない。

時代の歴史的位置付けは こう考 えられた。古代共和国が衰亡 し専制国家(貴 族専制

であれ封建君主専制であれ)が 出来て以来数世紀,人 類は政治的 自由を,従 って共和

主義精神 と公 的徳 を喪失 し,自 分一個の為に働 くか他人に強 い られて働 くか,敦 れか

しか なか った。一切 の目的 ・働 きが個別的な ものへ向け られ,財 産 のみが 自己の世界

の総 てとな った。死は恐 るべ きものとな った。共和国が喪失 された以上,自 己の死を

超Z.て 生 き続ける ものは最早何 もなか った し,死 は財産 と享受 との直接的放棄 を意味

したか らであ る。 国家 は機械であ り,国 民は歯 車であった。 時代 の精神を彩 る もの

は,普 遍的理念の喪失 と道徳的無気力 と私生活への執着であ った。 この堕落 した情況

下に救:済の道を呈示 したのが,同 じように堕落 した民族 の内に発祥 したキ リス ト教 の

神の観念(「 無限め 自然 」(W1.211))で あ り,人 間的自然 の堕落の教義 であ り,救 済

の客観的秩序 としての教会 であった。 自己の国家 とい う理念 に代わ り教会 の理念が登

場 した。実定的キ リス ト教 の支配下で,人 間的 自然の美 しさは人間に否認 され,異 縁

な ものに疎外 され,人 間は道徳性の理念の能力を喪失 した。 そして数世 紀が経た。

だが今ヘーゲルは,自 分が生 きる時代を 「人類が再び理 念の能力を有する ようにな

る」時代,我 々が,人 間に とって異縁な ものに疎外 された 「人 間的 自然の美 しいもの
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を再び我々 自身 の作品 として喜 んで認識 し,再 び 自己の ものとし,そ れ によ り我々に

対す る自尊 心を感ず るよ うにな」 り(W1.100f.),「 人類が 自己 自身に即 して斯 くも尊

敬 に値す るもの と具示 される」(Br1.24)時 代 と考 える。反復 される 「再 び」は,古 代

共和国で花開いた 「理念の能 力」が続 く専制政治 とキ リス ト教の時代 に喪失 された こ

とを受けて言われ てい る。つま りそれは,疎 外 なき世界が 自己疎外的世界 に退落 した

後 に,そ の疎外 された 自己を再 び自己に取 り戻 し,十 全 な人間的 自然 を回復す ること

を意味す る(但 し取 り戻 しに於 ける自己疎外的世界の媒 介的意義は,殆 ど認め られて

いない)。 そ してその復興の兆 しをカン ト ・フィヒテの 理性 と自由の哲学が 表現 して

いると,ヘ ー ゲルは考xる 。 ここに彼の時代 と民族は古代共和国 と出会 う。 この出会

いの現実性を信 じ得た のは美 しい人間的 自然 と道徳性の理念 の復興の故である。

ここに事実的世界(精 神 も制度 も)を 職 滅す る革命の プログラムが生 まれ る。即ち

ヘーゲルの見込 みは,先 ず第一 に 「悪 しき人間的 自然」観が取 り除かれ,自 由な民族

に相応 しい 自由で理性的な人間的 自然観が回復 されつつある とい うこと,次 いで第二

にそこか ら 「ドイツ全体の理念体系 に於け る最 も重要 な革命」が起 こ り,政 治 と宗教

に関する 「如何にあるべ きかの理念」が完成するであろ うとい うこ と,そ して第三 に

この理念が必ずや人心 を昂揚 させ,政 治 と宗教(「 一つ の穴の雛」)とY'拘 わ る革命を

惹起するであろ うとい うことであ る(Br1.23£)。 この革命 の意味は次のよ うに理解 さ

れ る。ヘー ゲルは共和国を形成す る共和 国民を人間的 自然 の神性の具体化 と考xた 。

この神性は人 間的 自然の 自由な発揮である。他方事実的世界は 「悪 しき政府」の下で

神性か ら退落 した世界であ り,人 間的 自然に とって偶然的な ものであ る。従 って革命

には人間的 自然 の真実の権利の実現 とい う意 味が ある。 ここに革命の権利がある。

共和 国の理想のモデルであ る古代共和国は人間的 自然 の美 しい精華であ った。 そし

て時代 も民族 も異にするヘ ーゲルの念頭 にあ った ものは,一 方で,自 分等が この人 間

的 自然の黄金時代か ら如何 に遠 ざか ってきたか とい う心情,言 いxれ ば,対 比 の内

で古代共和国の美 しさを憧憬 し,今 の 自分 等の悲惨を嘆 く心情であ り,他 方で,長 い

間塞がれ曇 らされ ていた人間的 自然を今 ここに再び取 り戻 し,黄 金時代を再生 しよう

とい う希求 と確信 であ った。事実,悪 しき人間的 自然観は カン ト・フィヒテの理性 と

自由の哲学 によって除去 されつつある。 それは 「圧政者 と地上の神kの 頭の廻 りの後

光が消え失せ る証 拠」(Br1.24)で ある。ヘーゲルは ここに ドイツに於け る政治的宗教

的革命を期待す る。 「如何 にあ るべ きかの理念」は どんな制限を も打破 し得 るかの よ
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うである。 この時代 のヘ ーゲルには,理 性的な ものは端的に実現 され るべ き ものであ

るが,し か し現実的なものは決 して理性的な ものではなか ったのであ る。

この ように,善 なる人間的 自然観 に基づいて構想 された道徳的 自律的民か らなる共

和国の 理想 を 革命的 に実現す ること,差 し当た りこれが ヘー ゲルの念頭にあった も

の,つ ま り民族の道徳的教養形成の革命的 プログラムであ った。 しか し我々嶋 「一

体,ア カイアは トゥイスコーたちに とって祖国なのか」 と,ヘ ーゲルに問 うてみるこ

とも出来 る。

N

共和国の理想 モデル は古代共和国であった。 その際 ヘ ーゲルが 見逃 していた もの

は,古 代共和国の 経済基盤 で あ る 「影絵 」(W2.496)と しての 「奴隷」 の存在であ

る。 この疎外 された非 自由な労働老の強制労働が,疎 外なき自由な公的市民 の共同体

を支えていた。 この経済 的基盤を無視 して共和国の現実性 はあ り得ない。ヘ ーゲル流

に言えぽ,古 代共和国に も共和制 とい う政治 によって強制的に堕落 させ られた人間的

自然(人 間群)が あ ったのである。

ヘ ーゲルは近世世界に共和 国の理想を革命的 に実現 しようとす る。 とすれば,近 世

世界に於 ける経済的基盤の存在が不可欠である。それは,ヘ ーゲルが眼前 に置 きなが

ら,未 だその メカニズムを明確 に認識せず,そ の真実の意義を認識 し得ないでい る近

世市民社会である。ヘ ーゲルはそれを精々人格 と財産 との保全に拘わ る国家 であ り,

専制政治下に誕生 ・発達 した 自己疎外的な人 間世界であ り,偶 然的 ・歴史的 なもので

ある,と 捉}て いるに過 ぎない。伝承の古代 の政治的理想 の為に,近 世 の事実的世界

は置 き去 りにされ ている。

フランス革命 は封建的専制 に対す る近世私的市民(ブ ルジ ョワ)の 政 治的 自由獲得

の戦いであ った。ヘ ーゲル とその友は市民階級が抱いた理性 と自由の理 念の能力に熱

狂 した。 しか し彼 の革命は封建的専制 と近世市民社会 とに対す る公的市 民(シ トワイ

ヤソ)再 建 の戦 いであ る。両者を 同時に革命 の敵に し得たのは,両 者が正当に同根 と

考 え られたか らであ る。 しか し更 に同根なのは,古 代共和 国に於け る奴隷制 と近世市

民社会である。 その根は(両 者 の間に,個 人 間の関係に よる と身分間の関係 によると

の差異があるにせ よcf.W2.491)疎 外 された 非 自由で 非道徳的な 人間の世界であ る

一51一



とい うことである。古代共和国に於け る奴隷制の意義への 目隠 しと近世市民社会 の権

利の誤認 とは同根である。そ してこの目隠 しは,単 に古代共和 国に対する罪であるだ

けでな く,共 和国の理想 の敵 とされた近世市民社会 の権利に対す る罪で もある。そ し

て この二重の罪はヘーゲルの人間的 自然観の中に集約 されて現れ てい る。

ヘーゲルは,人 間的 自然の内なる神性 こそが人間的 自然 の 自由な発揮であ り,そ の

神性か らの退落は 「悪 しき政 府」 に よる歴史的な もの,人 間的 自然に とって偶然的な

もの と考}xて いた。神性の所 産は純粋 な共 和国であろ う。必然,共 和国は人 間的 自然

の真実の権利である。他方,神 性か らの退落 は奴隷制 ・市民社会を所産 とす る。奴隷

制 ・市民社会は歴史的であ り,人 間的 自然 に とって偶然的な ものであ る。 しか し古代

共和国が成 り立つ基盤 として奴隷制があ った ように,少 な くとも具体的歴史 の内では

人 間的 自然の神性が成 り立つ基盤 としてその神性か らの退落が不可欠である。第二の

自然 の意義の誤認 と奴隷制 ・近世市民社会 の意義 の誤認 とは同根であ る。既述 のよ う

にヘーゲルの革命 には人間的 自然 に基づ く権利があ る。 しか し権利はあっても歴史的

必然はない,歴 史的位置付けはあって も歴史的根拠はない。歴史的な ものが人間的 自

然 に とって偶然的 なもの とされたか らである。ヘ ーゲルの革命 の根底には歴史性を拒

否 した人間的 自然 の概念がある。歴史的出来事 であ る革命が非歴史的概念 に支xら れ

ている。

この点にのみ視点を定め るとき,そ の後のヘーゲルの思索 は次 のよ うに見通 しを付

けて良いのではないか。 先ず人間的 自然の 「歴史性」(相対性 ではない)が,第 二に

人 間的 自然の内なる神的な らざる自然 とその所産であ る世界 の真実の存在権利が承認

され る。 ここか ら奴隷制-市 民社会 とい う欧州 に於 ける非 自由民 の歴史への,そ して

それ と自由民 との関係 の歴史への眼が開かれ ることになる。 この二点が十全 に承認 さ

れるのは,共 和国の 理念か ら愛 と生 の理念を 経 て,『 キ リス ト教の 実定性』改稿 ・

『ドイ ツ憲法論』・所謂 『自然法』論文 ・『人倫の体系』が執 筆 される時期 で あ る。 そ

の頃には最早 「我kを 激情的に した り苦 しめた りす る」 「在 るべ きものの概 念」は消

え,「 在 る ところの ものの理解」が生 まれ てい る(W1.463)。 革命が歴史の断絶を意

味する とすれぽ,こ こに歴史の連続が 回復 され,「 古代 の伝統に よって特徴付け られ

た政治的理想 と近世 の事実 との媒介」(51の試みが 始まる。 但 し 「近世 の事実」 とは,

近世に厳 密に固有な ものでな く,古 代以来 の伝統を有 している。つ ま り古代奴隷制 と

近世市民社会 とが連関づけ られ,疎 外 された非 自由な人間の世界を疎外な き自由人の
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共同体の 「運命」とす る,両 者の 「悲劇」的関係が 「真実の絶対的関係」 とされ,「 人

倫的 自然」の 「真 実の権利 【法】」 としての 「人倫 の理念」が構想 され る(cf.W2.480

～499 ,505)。 但 しこの試 みの底意は飽 くまで,近 世世界 で 「影絵」 で しか ない 「古

代 の伝統 」に基づ く政治的国家 の領域 を,古 代世界で 「影絵」で しかなかった 「近世

の事実」,つ ま り市民社会 の領域か ら純 粋に浄化す ることにあった。 ヘーゲルは依然

古代 の神話を捨 て切れず,歴 史 に対 して外か ら拘わ っている。 そこで第三 に,疎 外の

経験を欠 く自由な精神 に対す る疎外 された 非 自由な精 神の認識論的優越 が承認 され

る。 それは,更 に下 って 『精神現象学』の頃である。そ こでは例 えばギ リシア民族 よ

りも,ユ ダヤ民族,つ ま り疎外 された 民族 の方に 正 にその 「疎外化」が 「自覚 の契

機」 になることに よって,「 一層高次の 現存在」が獲得 され る可能性が 認め られる

(cf.W3.257,及 びξの 「精神」の章)。 つ ま りここでは,言 わば 「人間的 自然の美 し

さ」 に対す る 「自覚」が欠如 している点で,逆 に古代共和国の限界 が指摘 され る訳 で

あ る。 ここに初めて歴史 の内側を通 じての人間的 自然 の真実の権利 の実現が主題 化さ

れ る。但 しその頃には既 に 「人間的 自然」の概 念は,「 人倫的 自然」 の概念を経 て,

「絶対 的分裂 の内にあ って自己 自身を見出す」(W3.36)「 精神」の概念 に席を譲 って

い る。 「人間的 自然」 の概念は 「精 神」 の概念の前史 なのであ る。
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Das wahrhafte 

Natur 

 -Hegel in der

Recht der menschlichen

Tiibinger and Berner Zeit

                           Toshiaki SAITO 

   In der Tubinger and Berner Zeit befand sich Hegel in einer ,bezauberten 

Welt". Es waren das Christentum and sein ,Regelsystem", die die Welt 

bezaubert hatten. Es ist der Satz von der Verdorbenheit der menschlichen 

Natur, der der christlichen Lehre zugrunde liegt. Aber fur Hegel liegt es in 

dem wahrhaften Recht der menschlichen Natur, daB sie moralisch ist. In dem 

Christentum wurde das wahrhafte Recht der menschlichen Natur verkannt. 

   So setzte er sich die moralische Bildung des Volksgeistes in Deutschland 

zum Ziel. Eine der vorziiglichsten Anlagen in dem Menschen, diese zu befor-
dern, ist seine Anlage zur Religion. Den Volksgeist zu bilden, ist zum Teil 

Sache der Volksreligion, zum Teil der politischen Verhaltnisse. Denn ,Religion 

and Politik haben unter einer Decke gespielt". 

   Nach Hegel besteht die menschliche Natur aus zwei verschiedenen Naturen. 

Die eine ist die moralishe Natur, die andere die unmoralishe Natur. Fur Hegel 

bedeutete das wahrhafte Recht der menschlichen Natur, die moralische Kraft, 

die in jener liegt, fiber diese Meister zu werden. 

   Die Republik, die „das Ideal des Ji nglingsalters" ist, besteht nur aus freien 

moralischen Burgern. Aber in Wahrheit basierte die antike Republik, die das 

Muster des Ideals ist, auf den Arbeiten vieler unfreier unmoralischer Sklaven. 
Hegel konnte das Ideal der Republik dadurch bilden, daB er gleichsam far these 

Sklavenarbeiten in der antiken Republik blind war. Hegel erkannte das wahr-

hafe Recht der unmoralischen Natur des Menschen in der Geschichte noch 

nicht an.
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